
令和５年度 事 業 計 画 

 

１ 総会、理事会、研修会の開催(参加)等 

（１）総会（年１回） 

（２）理事会（年３回） 

（３）県高Ｐ連研修会（年１回）寒河江市 

（４）地区研修会（各地区年１回） 

   ①各地区毎に基調テーマを設定し、地区の特色を活かした研修内容とする。 

   ②会期は１日とし、単位ＰＴＡからの参加については各事務局から要請する。 

（５）合同教育懇談会（県教委、県Ｐ連） 

（６）地区事務局担当者会（年２回） 

（７）県広報紙コンクール審査会 

  

２ 各委員会の活動 

   健全育成委員会、進路対策委員会、調査広報委員会の３委員会を設置し、東北高Ｐ連、

全国高Ｐ連と連携を図りながら活動を進める。 

 

３ 東北高Ｐ連との連携等 

（１）理事・総務委員合同会議（年２回）<県連会長、事務局長> 

（２）定時総会（年 1回）<県連会長、事務局長、委員会担当校(会長) > 

（３）各委員会        

・総務委員（年２回）<事務局長> 

     ・健全育成、調査広報、進路対策（各年３回） 

     第１回(総会時に開催) <担当校(会長)> 

     第２回・第３回(担当県開催) <担当校(会長、担当者)> 

（４）東北高Ｐ連「福島大会」 

 

４ 全国高Ｐ連との連携 

（１）総会（年１回）東京 <県連会長、事務局長> 

（２）会長・事務局長会議（年２回）東京・大阪 <県連会長、事務局長> 

（３）全国委員会（年３回）<県連会長>…(1)(2)の会議日に開催 

（４）全国高Ｐ連「宮城大会」<各単Ｐ> 

 

５ 各関係機関・団体等との連携 

 

６ 各情報をホームページに掲載 


